
R ８ 年 第 8 号
奈 良 県 警 察 本 部
サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課

Nara Prefectural Police

奈良県警察
奈良県警察のホームページでは、
サイバーセキュリティ対策に関す
る情報を掲載しています。
是非ご覧ください!

奈良県警察HP

削除申出窓口の
整備・公表

権利侵害情報の削除申出窓口を
定めて、公表する義務

投稿内容を保存

侵害情報に関する
調査の実施

申出者に対する
通知

権利侵害に当たるか、遅滞なく
必要な調査を行う義務

申出に対して、原則７日間以内
に措置の有無等を通知する義務

❶

❷

❸

大規模プラットフォーム事業者の
削除申出窓口及び削除基準は

こちら

https://www.soumu.go.jp/main
_content/001031570.pdf
（総務省ウェブサイト）

STEP1

証拠として保存しましょう

削除申出窓口へ連絡

STEP2

各プラットフォームの
削除申出窓口から申請します

事業者が調査

STEP3

内容を確認し、権利侵害に
該当するかを調査します

結果通知

STEP4

「削除する・しない」等の
結果が通知されます

削除申出の流れ

スクリーンショット、URL、
日時、アカウント名等を保存

<法務省>
インターネット上の
人権侵害をなくしましょう
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jin
ken88.html（総務省ウェブサイト）

詳細な削除依頼の手順について
こちらもご参照ください

「情報流通プラットフォーム対処法※1」により、

大規模プラットフォーム事業者※2 に対して、

削除申出窓口の設置・公表 等 が義務付けられています。

※1 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
(平成13年法律第137号)

※2 X Corp.（X）、Meta Platforms,Inc.（Facebook、Instagram、Threads）等

大規模プラットフォーム事業者の主な義務

その他の相談機関
〇違法・有害情報相談センター（総務省委託事業）

https://www.ihaho.jp

〇人権相談（法務省）
https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

〇誹謗中傷ホットライン（一般社団法人セーファーインターネット協会）
https://www.saferinternet.or.jp/bullying


